別記様式第３号（市の考え方）
パブリックコメントに関する提出意見とそれに対する市の考え方

	案件名
	矢板市手話言語条例制定に係る意見の募集について



　今回公表しました計画等（案）に対する貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。
　お寄せいただいたご意見を十分検討した結果、それに対する市の考え方は、次のとおりです。
　なお、類似の意見については、内容ごとにまとめさせていただきました。

	項　　目
	意見の内容
	意見に対する考え方

	1.「ろう者等」という表現について
	条例文中に「ろう者等」とありますが、「ろう者」とはっきり明言してください。
	手話を使う主体を表す言葉については、関係団体との協議を踏まえ、条例案のように表記することといたしました。
なお、「ろう者等」という表記につきましては、手話を使う方の中には、ろう者以外の方も含まれるという意味で、このような表現としております。

	2.「ろう者等」という表現について
	条例文中に「ろう者等」とありますが、「聞こえない人」と表現した方がより良いと思います。理由は、一般の人たちにとって「ろう者」は聞き慣れない言葉ですし、「聞こえない」の方が、より意味が分かりやすいと思うからです。
	

	3. 文字起こしシステムと両面モニター設置の明記について
	私は矢板市手話言語条例案に賛同しますが、ただ単に弱者に沿う心の市条例（理念条例）だけでは残念と考えます。現代では生成AIによる同時文字起こし技術が発達しており、公共機関の受付に文字起こしシステムと両面モニターを設置する義務を盛り込むことこそ積極的条例だと思われます。
また、最近の条例の流行りと言えますが、5年後の見直し規定や改正しやすい仕組みの導入も重要です。
	本条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解促進と手話の普及に関する基本理念を定め、全ての人が相互に人格や個性を尊重し合いながら共生することのできる社会の実現を目指す理念条例であります。
具体的な施策につきましては、障がい者の福祉に関する計画において検討してまいりますが、いただいたご意見につきましては、策定の際の参考とさせていただきます。
また、条例の見直しについては、本条例は市の手話に関する基本的な考え方を示す理念条例であることから、定期的な見直し規定等は設けておりません。

	4.行政機関等の責務（手話研修）について
	条例案に「市職員の手話に関する理解促進」が掲げられていますが、より分かりやすく定期的研修の実施頻度、対象部署、基礎レベル実務活用レベルの段階設定を明記することを提案します。
	本条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解促進と手話の普及に関する基本理念を定め、全ての人が相互に人格や個性を尊重し合いながら共生することのできる社会の実現を目指す理念条例であります。
具体的な施策につきましては、障がい者の福祉に関する計画において検討してまいりますが、いただいたご意見につきましては、策定の際の参考とさせていただきます。
また、条例の趣旨に沿って、市職員に対し、理解促進を図ってまいります。

	5.防災・広報情報の手話対応について
	災害緊急時の重要な情報に関し、動画による手話通訳付きでの情報提供をスタンダードとすること。具体的施策の明記を願いたい。
また、手話通訳付きアプリを導入すべきと考える。併せて、防災行政無線個別受信機においても手話通訳付き動画、文字テロップが流れる防災行政無線個別受信機の貸与が必要と考える。
	本条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解促進と手話の普及に関する基本理念を定め、全ての人が相互に人格や個性を尊重し合いながら共生することのできる社会の実現を目指す理念条例であります。
具体的な施策につきましては、障がい者の福祉に関する計画において検討してまいりますが、いただいたご意見につきましては、策定の際の参考とさせていただきます。
また、災害時の情報発信等については、関係各課と連携を図ってまいります。

	6.手話を学習する機会の確保について
	継続的な手話を学べる環境を構築するとともに小中（高）学校での手話学習の機会提供や講師による講演などの機会を推奨いただきたい。
	本条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解促進と手話の普及に関する基本理念を定め、全ての人が相互に人格や個性を尊重し合いながら共生することのできる社会の実現を目指す理念条例であります。
具体的な施策につきましては、障がい者の福祉に関する計画において検討してまいりますが、いただいたご意見につきましては、策定の際の参考とさせていただきます。

	7. 手話を学習する機会の確保について
	本条例が聞こえない当事者や手話の関係者と連携した市民の学習機会の創出や推進に寄与するものとなることを望みます。
	

	8.手話の多様性の尊重について
	国内で使用されている手話には大きく分けて日本手話、日本語対応手話の二種類がある。また、聞こえない人の失聴した年齢や手話学習歴等によって手話の使い方には個人差があり、また、年齢差や地域差もあることから、手話の多様性を認め、尊重する趣旨の条例であって欲しい。
	本条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解促進と手話の普及に関する基本理念を定めております。
ご意見をいただきました手話の多様性につきましては、具体的な取組を検討する際に参考とさせていただきます。

	意見総数
	8件　
	



